
 

船舶事故調査報告書 

令和６年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１月１０日 ０７時５４分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市横須賀港第３区 

横須賀港東北防波堤東灯台から真方位１８６°７４０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１８.８′ 東経１３９°４０.５′） 

事故の概要 ロールオン・ロールオフ貨物船日王
にちおう

丸は、西進しながら着岸支援を

受ける引船長門
な が と

丸へのタグラインの受渡し作業中、また、長門丸は、

タグラインを受け取ろうと日王丸の左舷船首方を航行中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 令和５年３月１５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ ロールオン・ロールオフ貨物船 日王丸、１１,５１４トン 

１４１５５６、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、北星海運株式会社 

Ｂ 引船 長門丸、１９７トン 

   １４２０６６、東京汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に凹損 

Ｂ 右舷船尾部防舷材に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約０.６ｍ 

 横須賀市には、１月９日１０時３０分に強風注意報が、１０日０７

時３９分に波浪注意報がそれぞれ発表され、本事故当時も継続中であ

った。 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、車両１,１４９台を積載

し、横須賀港第３区の企業専用岸壁に着岸する目的で、船長Ａが操船

指揮に当たり、航海士、甲板長及び甲板員の３人が船首配置に就き、

同区を西進した。 

 船長Ａは、強風が予想されていたので、Ｂ船及びＢ船とは別の引船

１隻（以下「Ｃ船」という。）の計２隻の支援を受けて着岸すること

としており、両船からそれぞれ左舷船首部及び左舷船尾部にタグライ

ンを取る予定としていた。 

 船長Ａは、右舷船首方から左舷船首方へ横切る貨物船（以下「Ｄ

船」という。）がいたので、動静を確認しようと、Ｄ船をＶＨＦ無線



 

 
*1  「ヒービングライン」とは、係留索などの太いロープを引っ張るためにつながれる細いロープで、本事故におい

ては、タグラインをＡ船上に引き揚げるためのロープのことをいう。 

電話装置で呼び出したものの、応答を得ることができず、注意喚起と

して長音１回の汽笛を吹鳴した。 

 Ａ船は、Ｂ船及びＣ船が左舷船尾方から接近を始めたので、徐々に

減速しながら、左舷船尾部にＣ船のタグラインを取ったのち、左舷船

首方を並走するＢ船にヒービングライン*1を２度送ったものの、ヒー

ビングラインが短く、強風にあおられたこともあり、Ｂ船にヒービン

グラインを送ることができなかった。 

 Ａ船は、船首方至近を横切ろうとしているＤ船に対して短音５回の

汽笛を吹鳴したのち、左舷船首方に接近したＢ船にヒービングライン

を送ったところ、更にＢ船が接近し、約５ノットの対地速力で、Ａ船

の左舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、船長Ｂが在橋し、航海士（以

下「航海士Ｂ」という。）が操船に当たり、Ｃ船と共にＡ船の左舷船

尾方からＡ船に接近し、Ａ船の左舷船首方で並走を始めた。 

航海士Ｂは、Ｄ船がＡ船の船首方を横切る態勢であったので、Ａ船

が避航動作をとるかも知れないと思い、Ａ船に接近することをためら

っていたが、Ａ船の船首配置の乗組員がヒービングラインをＢ船に送

る気配があったので、Ａ船に接近したものの、ヒービングラインを受

け取ることができなかった。 

船長Ｂは、航海士Ｂと操船を交代したのち、再びＡ船からヒービン

グラインを送る気配があったので、Ａ船に接近したが、ヒービングラ

インを受け取ることができなかった。 

船長Ｂは、Ａ船の短音５回の汽笛を聞き、Ｄ船がＡ船の船首方を横

切ったのでＡ船が避航動作をとることはないと思い、Ａ船からヒービ

ングラインを送る気配があったので、前回よりも更にＡ船に接近し、

送られたヒービングラインがＢ船の右舷方に流されたので、ヒービン

グラインを受け取ろうとして右転したものの受け取ることができず、

体勢を立て直そうと左転したところ、船尾が右舷方に振れてＡ船に接

近し、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析  Ａ船は、西進しながらＢ船へタグラインの受渡し作業中、Ａ船が使

用していたヒービングラインが短く、強風にあおられてＢ船に送るこ

とができなかったことから、Ｂ船が更にＡ船に接近した際、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、Ａ船からタグラインを受け取ろうとＡ船の左舷船首方を航

行中、船長Ｂが、Ａ船に接近した際、ヒービングラインを受け取ろう

として右転したのち、体勢を立て直そうと左転したことから、船尾が

右舷方に振れてＡ船に接近し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原因 本事故は、Ａ船が西進しながらＢ船へタグラインの受渡し作業中、

Ｂ船がＡ船からタグラインを受け取ろうとＡ船の左舷船首方を航行

中、Ａ船が使用していたヒービングラインが短く、強風にあおられて

Ｂ船に送ることができず、また、船長Ｂが、Ａ船に更に接近した際、

ヒービングラインを受け取ろうとして右転したのち、体勢を立て直そ

うと左転したため、Ｂ船の船尾が右舷方に振れてＡ船に接近し、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・タグラインの受渡しにおいては、タグラインを受け取る船舶とタ

グボートとの間の意思疎通を密にして受渡しのタイミングを図る

とともに、気象及び海象の状況を勘案し、適切な船間距離で実施

すること。 

Ａ船 

Ｄ船 

Ａ船 

Ｂ船 

※Ａ船の 

着岸予定場所 ※口述に基づく航行経路 


